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  選挙管理委員会事務局長 
               中 島   豊 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  主         幹  枝 村   潤 

  書         記  小 林 宥 斗 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和元年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、野呂議員は通院のため欠席の旨届け出が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位６番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 

〇４番（岸本好且君） 令和元年余市町議会第２

回定例会に当たり、さきに通告いたしました１件

について質問いたします。町長におかれましては、

答弁方よろしくお願いをいたします。 

 件名、児童虐待の緊急時における本町の対応に

ついて。全ての子供たちは、健康に生まれ、十分

な栄養や愛情を受け、守られて育つ権利を持って

おります。一方で、身体的虐待、性的虐待、心理

的虐待、養育放棄といった虐待行為が全国的に発

生しております。育児不安や精神不安などの親の

原因はもとより、経済的不安、不安定な夫婦関係

などさまざまな原因が重なって、児童虐待が全国

的に増加しております。児童相談所における児童

虐待相談件数は、この二十数年で80倍までに増加

したと言われており、大きな社会問題となってお

ります。2017年上半期には児童相談所に通告され

た子供の数が初めて３万人を超え、現在もふえ続

けています。今虐待による死亡事件が後を絶たず、

多くの幼い命が犠牲になっている現実を私たちは

直視しなければなりません。子供の虐待はさまざ

まですが、大半の親は悩み、苦しみ続けた結果子

供を虐待してしまっているという現実がありま

す。また、一たび虐待しているところを見られた

親は周囲からも敬遠され、一層社会から孤立し、

さらなる虐待につながっていきます。とても悲し

いことです。子供たちを虐待から救うためには虐

待してしまう親にまでさかのぼって相談を受ける

などケアをしていかなければなりません。全国で

発生している虐待は、札幌市でも同様に発生しま

した。２歳の女児が衰弱死した痛ましい事件がま

たもや発生してしまいました。児童相談所の対応

や警察との連携など、今回の事件ではさまざまな

深刻な問題を突きつけられております。余市町に

おいても児童虐待など痛ましい事件を決して発生

させてはならないと考えます。子供たちを虐待か

ら救うには、１、虐待通告は早急に情報共有し、

48時間以内に安否確認を行う全国ルールの徹底、

２、乳幼児健診を受けていない子のうち状況が把

握できていない子の安否確認、３、緊急時対応や

警察との連携などが強く求められております。今

子供を虐待から守ることは喫緊の課題です。本町

の緊急時における対応の現状と全国で発生してい

る虐待事件の教訓をどう生かしていくのか、具体

的な方策についてお伺いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の児童虐

待の緊急時における本町の対応についてのご質問

に答弁いたします。 

 最初に、本町の緊急時における対応の現状につ
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いてでございますが、虐待通告を受け、虐待の程

度がひどく、生命の危険が考えられる場合には北

海道中央児童相談所、警察及び保育所、幼稚園、

学校等関係機関と密接な連携を図りながら、児童

の安全確保を第一に迅速な対応に努めているとこ

ろでございます。 

 次に、児童虐待事件の教訓を生かした具体的な

方策についてでございますが、全国で発生してい

る痛ましい事件を防ぐためには虐待の発生予防、

早期発見、連携強化、職員の資質向上が重要と考

えております。まず、虐待の発生予防につきまし

ては、子育てに対する不安等の軽減を図るため、

妊娠時から切れ目のない支援を行い、子育て世代

の孤立を防ぐため親子の交流の場である子育て支

援拠点の利用促進に努め、また早期発見につきま

しては健診未受診者に対する現認確認に引き続き

取り組むとともに、北海道中央児童相談所との情

報共有を徹底し、虐待児童等の適切な保護と支援

を目的として設置された余市町要保護児童対策地

域協議会を中心として、平時から関係機関と連携

の強化を図ってまいります。また、職員のスキル

アップのため児童虐待に関する研修に参加し、常

に当事者意識を持ち、適切な対応に努め、幼い命

を守るために取り組んでまいります。 

〇４番（岸本好且君） 今町長から答弁をいただ

きました。答弁の内容については、余市町、きち

んと虐待から、防止も含めて、守っていくという

体制はとれているということで理解をいたしまし

た。 

 その上で、今回各定例会、６月にされています

けれども、この案件の質問は結構各議会で出され

ていると思います。そういう意味で、これは余市

に起きていないからということではなくて、札幌

であろうが、今回札幌でしたけれども、本州で起

きている実態を我が町に起きた、仮定というのは

こういう場ではなじまないかわかりませんけれど

も、子供たちのことですので、そういう観点から

再質問させていただきます。 

 私の質問の中にも48時間ルールということをち

ょっと質問いたしましたが、あの事件が起きてか

ら道内の児童相談所の４月と５月の直近の通告件

数の調査をして、746件があったということで新聞

報道もされています。そのうち64件が国が示す基

準の48時間以内に安否確認ができなかったという

ことで、今回の事件はそれにつながったかどうか

別として、その48時間ルールというのがいかに難

しいか、机上の上で考えるようにいかないという

ことで、中央児童相談所が余市のエリアというこ

とで、その中に余市町が入っているかどうかわか

りませんけれども、この48時間ルールが今回非常

に難しい問題だということで浮き彫りにされたと

いうことで、町長、やっぱり余市にはそういう悲

惨な事件は起きていないですけれども、この件数

の多さ、それは48時間ルールが64件、結果として

守られていなかった。およそ全部がその後の安否

確認はとれているわけですけれども、なかなか難

しいというこの現状を町長はどのように捉えてい

るかまずお聞きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 札幌での２歳児の事件に関しましては、私も大

変心を痛めており、同時に行政機関の対応につい

てはもっとできないものかなと非常に憤りを感じ

ているところでございます。余市町に関しまして

は担当課が中心になって健診未受診児についても

現認確認を行っておりますし、各関係機関とも緊

密に連携をとっておりますので、もちろんそうい

う事態のないようにしているわけでございます

が、今後も関係機関と緊密に連携をとって、その

前に発生の予防の段階から虐待事案が発生しない

ように努めていくということでございます。 

〇４番（岸本好且君） 北海道中央児童相談所が

石狩とこの後志、札幌市はまた別なのですけれど

も、ちょっと余市は札幌にまだ近いほうなのです
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けれども、実際に通報があって、札幌市からそう

いう対応というのは距離的なことだとか、平日、

土日の関係もありますけれども、一応通報の中に

札幌にある中央児童相談所につながる電話番号、

それから全国の共通、フリーダイヤルですけれど

も、あります。そのほかに町の広報の暮らしの情

報、そういう電話番号の中に、余市町にも通報で

きるようなシステムになっています。４月に民生

部の機構改革があって、今どこの部署で受けるか

ちょっとわかりませんが、まず以前は対策室です

か、そこで受けていたということなのですけれど

も、機構改革があって、今余市町に町民からその

ような事案が発生して通報は、今どこで受けるよ

うになっているのでしょう。そこをちょっとお聞

きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の質問に

ご答弁させていただきます。 

 本件通報の受け付け先は子育て・健康推進課に

なっています。 

〇４番（岸本好且君） 多分今回の札幌の事件に

よっていろいろな法制度が今厚労省のほうで変え

るような動きもあるし、これはまだ今回の札幌の

事件がきちんと検証されて、そういう意味で今の

通報口の関係だとか、また余市町が該当している

かちょっとわかりませんけれども、これは児童相

談所の話なのですけれども、余市町と直接関係は

ないのですけれども、立入検査の調査を強く求め

られていることだとか、あと今対象となっている

児童といいますか、在宅指導となっているのを８

月末までに報告とか、そういうのが今回急に出て

きているのですけれども、これ余市町に対して厚

労省といいますか、中央児童相談所からそういう

何か指導みたいなのが今現在来ているのでしょう

か。そういうのあればあれですけれども、そこち

ょっとお聞きしたいなと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の質問に

再度答えさせていただきます。 

 中央児童相談所からの余市町に対する指導とい

う面では特段ありません。 

〇４番（岸本好且君） 今後自治体に対してもい

ろいろ出てくる可能性もありますので、しっかり

したそういう仕組みづくりとか、そういうものも

今必要になってくると思いますので、それらもし

っかりお願いしたいと思います。 

 次、さっきは乳幼児の関係の健診だとか、そう

いう関係でしっかり対応されているということな

のですけれども、今回札幌の事件をちょっと考え

たとき、母子保護法で決められている乳幼児健診

の位置づけというのが非常に今回大事だった気が

します。今回ばかりではなくて、乳幼児健診では

るか平均より発育状態が低いといいますか、以下

の発育状況であって、それをわかっていながら面

会できない親、その状況考えれば今回の危険性と

いうのは、もし把握してきちんと対応していれば

それは防げたと思いますけれども、この発育がお

くれているかどうかとか、そういうものというの

は専門家でないとなかなかわからない分野ですの

で、余市町は４カ月健診、10カ月健診、それから

１歳６カ月健診、３歳児健診ということで、きち

んと健診がされているわけですけれども、これは

一概に言えないことなのですけれども、身長だと

か体重だとか平均を大きく下回っている乳幼児が

もしいた場合、ただ単に発育がおくれているのか、

ほかに原因があるかというのは非常に難しい判断

が迫られるのですけれども、乳幼児健診や予防接

種サポートしている保健師さん、当然食事の面や

運動面できちんと指導されていると思いますけれ

ども、これもあったらなのですが、仮ということ

であれですけれども、これまでそういう、健診に

ずっと来ていたのだけれども、急に、例えば１歳

６カ月健診に来なくなったとか３歳児健診来なく

なったということが、過去にそういう実態があっ

て、連絡がつかないことがあったということが余

市町は結局どうだったのでしょうか。お願いしま
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す。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の質問に

答えさせていただきます。 

 かつてに関しては資料ちょっとないので、お答

えできませんけれども、30年度に関しましては健

診に来なかった未受診児に関しては全て、全件担

当課のほうで専門家が行って、現認確認をしてい

るところです。 

〇４番（岸本好且君） 最近はそういうことがな

いということで安心したのですけれども、今回の

札幌の事件を見るとほかの園児より極端にやっぱ

り痩せていたり、養育状況が不安視されて、しか

も突然保育園に預けに来なくなったと、そんなこ

とのケースで、その結果幼い命が失われたという

ことになります。今起きていません。だけれども、

これは起きてからでは遅いですので、その観点か

ら再度お聞きしたいのですけれども、仮に余市で

同じようなケースがあった場合、特に乳幼児健診

を受けて、痩せているとか、今回は札幌の児童相

談所が対応したのですけれども、身長、体重の具

体的な数値を確認しないで、ただ単に小柄という

だけで把握をしたと。詳しい情報きちんと入手し

て、さらにいろいろな角度から検討したらこの事

件は防げたということも指摘されています。特に

乳幼児健診で異常、受けていない、今はないです

けれども、もしそういう状況が出てきた場合、そ

の子の安否確認をどこまでやるかなのです。一歩

踏み込んで対応というのが絶対求められると思い

ます。そういう仕組みづくりもこれから求められ

ると思いますけれども、今後のことで結構ですの

で、町長として、これ今大変な深刻な状況になっ

ている、このことについて今後仕組みづくりも含

めて、これはただ単に自治体だけでできるもので

はありませんけれども、イメージ的にこういうふ

うにしていくという考えをもしお持ちでしたらお

聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員のご質問

に答弁させていただきます。 

 児童虐待の防止は、やはり社会全体で取り組ん

でいかなければならず、そもそも発生させないよ

うにすることが非常に肝要だと思っております。

その点からも平素より関係機関と、そして地域コ

ミュニティと適切な連携をとりつつ、情報を即座

に把握する体制というのを構築しなければならな

いということで、今でも一般の町民、家族、そし

て保育所、幼稚園、学校、民生委員等から何らか

の疑いがあった場合はすぐに担当課のほうに連絡

が来るようになっていると。児童相談所とも適切

に連絡をとり合うというような体制が構築されて

いるわけでございます。さらに、余市町要保護児

童対策地域協議会というのを中心として、そうい

う虐待を防止、予防する、そして早期発見すると

いう体制を構築しているというところでございま

す。今後も職員の資質向上させるために積極的に

取り組んでいくというところでございます。 

〇４番（岸本好且君） 今連携大事だというふう

に町長からお話がありました。児童相談所が余市

にありませんので、そことの連携も当然大事なの

ですけれども、今回の事件をちょっと考えてみた

ときに児童相談所と警察が虐待の関連情報をきち

んと全件を共有しても、やっぱりすごく多くの案

件が寄せられているということ、きょうの新聞も

児童相談所の声も出ているようですけれども、そ

ういう多くのどっちかというと軽微な事案に、そ

の裏に重大な案件が埋もれているということも専

門家も指摘されているところです。そのためには、

地域をよく知っている自治体、それから地元の、

ここでは余市警察署、町長のほうからその連携は

きちんとできているということで、それはそうい

うことで大変心強いのですけれども、児童相談所

が道の管轄、しかもこのエリアから札幌までの距

離的にも離れている、緊急時対応については48時

間ルールを徹底しなければならない、そこがしっ

かりやれるかどうかが生命線だと思います。大き
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な事件を発生させないためにも町民からの通報は

もちろん、それにあわせて余市町と余市警察署と

の連携が何よりも大事かと思いますけれども、現

在、もしくは今後このことを受けて、今決まりは

決まりでいいのですけれども、特に余市警察署と

余市町との関係、新たに何か構築していくものな

のか、今現在お考えをお持ちなのか、そこをお聞

きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど来私が申しております余市町要保護児童

対策地域連絡協議会には余市警察署ももちろん入

っておりますので、平素から連絡体制は構築され

ております。 

〇４番（岸本好且君） 最後になりますけれども、

今この階にもトイレにシールが張っております。

要するに児童相談所の全国共通ダイヤルです。も

し虐待かもしれないとか、すぐにそこかけると近

くの、当然ここ余市町の場合は児童相談所につな

がるようなシステムになっていると。いち早くで

189なのですけれども、以前は10桁でちょっと使い

づらいというのがあって、今回189ということで３

桁に変わったということで、覚えやすいですし、

平成27年の７月１日からスタートしています。そ

れで、これちょっと私の提案なのですけれども、

協議会だとか警察だとか学校、保育所、これは当

然皆さん一生懸命防止も含めてやっている。何と

か町民を巻き込んで、やっぱり全部どこで起きて

も我が町にそれは決して起こしてはならないとい

う意識を高めるために３桁の189のこのシール、こ

れ厚労省通して、どういう形で来たのかわからな

いですけれども、これもしもっともっと余市の一

般の町民も含めて啓発という観点から、まだ私役

場しか見ていないので、これ公民館とかほかにあ

るかちょっとほかの議員見られているかもしれま

せんけれども、もうちょっと公共施設はもちろん

商業施設だとか、これ現実的に取り寄せできるも

のなのか。もし可能であれば、量も少し多くなり

ますけれども、担当課のほうでちょっと問い合わ

せしていただいて、まずとっていただいて、家庭

でもいいと思います。まず、町民一人一人が児童

虐待について考える一つの機会ということで、そ

ういうグッズが今ありますので、もしそれが可能

であれば、少し数は多くなりますけれども、取り

寄せて、そういう、まずやれるところから意識と

いいますか、そこから守っていくという、余市町

が率先してやっていくというのはどうでしょう

か。最後にお聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、岸本議員の質問に

答弁させていただきます。 

 現在リーフレットを窓口に設置したり、各学校

を通じた周知などは行っているわけでございます

が、町民全体で取り組んでいくということがもち

ろん必要になってまいりますので、一層の啓発に

ついては今後も取り組んでいきたいと思っており

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２８分 

                              

再開 午前１０時４０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位７番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） さきに通告いたしました

１件について質問いたします。よろしくお願いし

ます。 

 小学校におけるプログラミング教育について。

2020年度から必修になるプログラミング教育と

は、コンピューターを動かす手順を学んで、論理

的に考える力を身につけ、情報技術、ＩＴ分野に
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強い人材を育てることです。プログラミングとは、

コンピューターを意図どおりに動かすための命令

を組み合わせることで命令の出し方や順番を考

え、論理的な思考力が身につきます。プログラミ

ング教育は、中学校、高等学校でも拡充されます。

昨年３月時点の文部科学省の調査では、小学校で

は教育用コンピューターは6.4人に対して１台で、

機器が古かったり、インターネットに接続できな

い学校もあり、行政は早急に環境改善をすべきで、

授業で機器の操作や児童のサポートなどは企業、

ＮＰＯ法人などの外部人材を導入することも必要

だと考えます。 

 それでは、質問の２つ目の１つ、小学校の教材

の充足率とそれに対する児童の要望について伺い

ます。 

 ２つ目、来年からプログラム教育を活用する場

合、児童に対する満足度を与えるための指導方法

について検討しているのかどうか伺います。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 １点目の教育用コンピューターの充足率と児童

の要望につきましては、現在町内全小学校751人に

対し小学校４校合わせて290台の教育用コンピュ

ーターを配置しており、その充足率は2.6人に１台

となっております。また、学校において定期的に

要望等を取りまとめているところですが、コンピ

ューターに関するものにつきましては現在のとこ

ろないと伺っております。 

 ２点目のプログラミング教育の指導方法につい

ての検討でございますが、本年度東中学校におい

て試行的にプログラミング教育を実施し、その状

況を各学校と共有しながら来年度からの必修化に

向けて準備をしてまいります。この主な内容とい

たしましては、人型ロボットを使い提供される教

材を用いながら、児童生徒の論理的思考力や問題

解決力などの育成により有効な指導方法を検討す

るとともに、使用する教材等につきましても検討

を進めてまいります。 

〇７番（近藤徹哉君） １つ目の質問させていた

だきたいと思います。 

 まず、教育長から今説明いただきました。あり

がとうございます。その中で生徒が今現在充足率、

コンピューターの、私質問したけれども、2.6人に

１台だから、すごいなと思っているのですけれど

も、生徒が今現在どのような感じで授業を受けて

いるか、そういうようなチェックというのですか、

１カ月に１回とか、そういうことをしているかど

うかちょっとお聞きしたいと思うのです。なぜか

というと、今の生徒は非常に頭進んでいるし、今

教育長が話したようにロボットの時代でしょう、

パソコンから何から全部。これから日本の社会は

先進国で今30番目以下なのです、昔と違いまして。

やはり今そういうことに対して文科省もこういう

のに力を入れてほしいということなのですけれど

も、来年からになりますと先生がどのような感じ

で生徒と接するのか、その辺のことについて今検

討しているかどうか、まずそれをひとつお伺いし

たいと思います。２番目は、後からしますけれど

も。 

 そして、生徒に対する対応と生徒の満足度がど

ういうふうになっているのか。もし少なかったら、

少ないような場合にはそれをたくさん喜ぶような

政策はどのようにするのか、それももしわかって

いたら教えていただきたいと思います。なぜ私が

そういう質問するかというと、やっぱり余市町の

まちづくりの発展は人材育成だと思うのです、私

は。この２万弱の人口ですけれども、小学校、中

学校、高校は余市ではなくどこか行くとします。

だけれども、余市出身の人は、私の希望は、非常

にコンピューター関係にすぐれていると、そうい

うことで私は声を聞きたいのです。それが私はま

ちづくりの発展に寄与すると思っておりますの

で、生徒たちの対応とか、そういうような能力と

か、どの程度までいっているか。機械が入れば全



 

－120－ 

  

てではないのですけれども、そういうような調査

研究しているかどうか、それをまずお聞きしたい

と思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員から

の再度の質問にお答えを申し上げます。 

 現在コンピューター活用しての授業というの

は、各学校にそれぞれ配置をして、特定の教室に

コンピューターを配置して、総合学習とか、そう

いった分でいろいろと活用はされていると伺って

おりますけれども、今プログラミングに関する授

業といいますか、プログラミングの授業というこ

とではなくて、そのプログラミングを活用して算

数だとか理科だとか、いろいろな教科にプログラ

ミングを活用して授業を行っていくという流れに

なります。その中で論理的な思考力を高めていく、

そういう授業を、来年度から必修化になりますけ

れども、今年度各学校それぞれ、教頭、教務主任

が中心となって、いろいろと各学校全体でも協議

を進めております。今後国のほうから各教科で時

数何時間持てばいいのかだとか、あるいはどうい

った教材が今後出てくるかだとか、その辺はまだ

定かになっておりません。今後恐らく秋口に向け

てそういった教材等の選択だとか、そういったも

のを今各学校でいろいろと協議を進めていきなが

ら準備を進めていると、そのような状況になって

おります。 

〇７番（近藤徹哉君） 来年からなのですが、本

格的には全国でプログラミング教育は進んでいま

すから、それでくどいようですけれども、生徒の

対応能力とか、それはばらばらですけれども、そ

ういう人に対する対応力とか、恐らく先生一人で

はこれからちょっと難しいのではないかなと思

う。だから、私下のほうでもし万が一なったらＮ

ＰＯ法人みたいなのを、そういう人を、やっぱり

札幌にたくさんいますので、決まった先生ばかり

やると変な話人件費も高くなりますので、そうい

うことも今から検討していかないと来年に私は間

に合わないと思う。それで、例えば小樽商大の国

際学部ってありますから、それを、20年前で120人

くらいいるのです。全部英語ですけれども。だか

ら、そういうところにも話をして、今から。電話

したからすぐ来るわけではないですから、大体そ

ういう関係の人はわかっているはずですけれど

も、これは小学校ですけれども、すぐ中学校行っ

た場合についてもやはりどういうような順序で早

くやったら一番効率よく、生徒も喜ばれるか、こ

れが必要だと思う。私は、希望しているのは機械

的にやるのではなくて、先生に任せっきりではな

くて、月にやっぱり二、三回くらいそういうこと、

コンピューターもあるのですから、そうするとミ

ーティングしたり、やっていると思いますけれど

も、何が欠点で何がいいのか、さっきも言ったの

だけれども、それ答弁もらわなかったのですけれ

ども、そういうことを把握して、次なるステップ

に対してそれの考えとか答えとか、それにまたプ

ラスアルファして次に進むとか、そういうことが

私は必要だと思う。それについてどうなのかなと。 

 それと、もう一つはやはり正方形とかあるでし

ょう、プログラミング教育には。ＡＩとか、そう

いうの。ロボットを使ったり、恐らく今の小学校、

中学校になっていくと簡単なことやりますから。

今そういう時代にもう入っていますので、そうい

うことを踏まえた中で、今子供たちがそういうの

少しやっているというのですけれども、どの程度

までやっているのか、把握しているかどうか。も

し把握していたら、その内容もちょっと教えてい

ただきたいなと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員から

の再度の質問にお答えをいたします。 

 現在小学校におきましては、プログラミングを

活用しての学習というのはまだ着手はしていませ

ん。ただ、ことし各学校において、例えばどこど

この小学校は算数とか理科とか、そういったもの

に使っていくという計画は立てております。小学
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生、初めて導入するわけですから、まずは一番や

りやすいというのは端末に向かって端末の操作を

しながら論理的に物事を解釈していくという、そ

ういった授業を展開していくわけでございますか

ら、まずは小学生においてはおもしろいなとちょ

っと興味を持ってもらえるような、そんな授業と

いう内容にしていきたいなと。これは、どこの小

学校でも共通の認識でありますので、そのために

教員、今いろいろとこれから校内研修やら全体で

研修をしながら、あるいは国なり道からそんない

ろいろなマニュアル的なものだとか教材等の提示

もあると思います。そういった中でいろいろとど

ういったものがいいのかという部分を選択しなが

ら取り組んでまいりたい、このように思っており

ます。 

〇７番（近藤徹哉君） 答弁するのはよくわかり

ます。ただ、１つ、先ほど質問した中で子供さん

たちのそういうのには具体的にまだなっていない

けれども、そういうことやっているというのです

けれども、僕はこれを契機としてやはり月に３回

くらい先生と、先生が何が一番生徒の、そういう

ことをやった場合に欠けているのか、生徒がわく

わくするような気持ちになっているのか、そうい

う把握をしないと、これからの余市も、教育だか

ら、教育で決まっていくと私は思います。それに

力入れて、179市町村の中で余市町がずば抜けてい

るというようなことを私は期待しているのです、

基本的に。教育長がだめだとかいいとか、そうい

うことではないのです。それには接して、生徒さ

ん、児童の人たちと。それがパソコン使ったり、

ＩＴ使ったりして、そしてそこから発想が出てく

るわけ。だから、ロボットなんかもそうなのです、

若い人が。小学生でも。こういうようなこと、先

生、いいのではないですかと、そうしたらそれを

月に二、三回ずつ回ったとして、教育長、こうい

う話もありましたよ、必ずそういう会話を持って

いるのかどうか。それで、またプラスアルファを

していかないと、やったからそれでいいのだでは

ない。やっぱり児童さんと先生、そのほかにまた

補助と言ったら失礼ですけれども、教育長も、あ

と部下の人たちもたくさん生徒と接して、どうで

すかとか声かけ運動を私はしていただきたいと、

それだけなのです。難しいことないのです。足を

運んで生徒と接することにやっぱり意義がある

と。前と違いましたとか、子供たちも喜ぶから、

喜ぶ笑顔を継続するにはどうしたらいいか、それ

が私は必要だと思う。機械的に何でもやったから

いいではない。人間は触れ合うことが人間ですか

ら、そういうことを踏まえた中で、余り時間長く

したらだめですから、教育長、そういうことでポ

リシーを一言、今までやったやつと自分はこう思

うと、まだ委員会にもかけていないけれども、そ

ういうのはどうでもいいわけではないけれども、

やはり自分のポリシーとしてこういうふうにやっ

ていきたいとか、これからの問題はこうすると、

そういうようなことがあったら答弁お願いしま

す。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員から

のご質問にお答えします。 

 ここ数年来いろいろと道徳が入ってきたり、あ

るいは外国語活動が入ってきたり、また来年度か

らプログラミングという部分の中では、年間私何

度か学校に赴いて、いろいろと生徒と先生の授業

風景というのは見てきております。そういった中

では、今の先生方、いろいろと生徒に対して、小

学生に対して熱心に、これは仕事ですから、指導

力もある先生方もたくさんおりますし、その授業

風景というのはやはりすばらしいものもあるなと

いうふうに今思っております。このプログラムに

関してはまだそういった機会がございませんの

で、ただ教員に任せっ放しというわけではござい

ません。当然教員が専門家でございますので、そ

こは全体的な校内研修も含めた中でどういったも

のが、先ほど申し上げましたけれども、どういっ
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た教材がいいのかだとか、子供たちがどうすれば

楽しく喜んで授業に向き合えるかだとか、そうい

うことも総合的に勘案しながら、これからいろい

ろと検討を重ねていくものと思っております。先

ほど議員おっしゃいました外部からのそういった

人材という部分は、いろいろな有能な方々たくさ

んいるとは思いますけれども、まずはやはり教壇

に立つのは教員がまず立って、いろいろとそこは

子供に対して授業を行うということをまず基本と

して考えていきたい。外部の方についての活用の

仕方については、また今後いろいろと研究も進め

ていきたいなと思っております。まずは、子供た

ちが楽しくプログラミングにまず取り組めるよう

な、そんな授業をできるように考えております。 

〇７番（近藤徹哉君） 意図していることはわか

ります。その中で１つだけちょっと気になってい

ることあるのですけれども、月に学校訪問して、

先生たちというのですけれども、会話とか会議と

いうことは語弊あるけれども、何回ぐらいやって

いますか。 

 それが１つと、もう一つは私これ舌足らずだっ

たのですけれども、ＮＰＯ法人というのはもし先

生一人でちょっと難しいとなった場合に来月とか

再来月とか、そうするとＮＰＯの人たちも前もっ

て言っておかないとならないから、小樽商大でも

そうです。国際学部ありますから。そういう人も

月に３回ぐらい来てもらえますかとか、そういう

のを前もって準備していって、それでスムーズに

児童生徒に接することができるようなことをして

いただきたいということなのです。私教育長を責

めているわけではないですから。みんなそれぞれ

余市の人間ですから、余市の生徒、児童が伸びて

くれて、町がよくなることしかないのです、私は。

そうしたら、そういう目的持ったら生徒、児童に

接しても違うでしょう、考え方が。そうか、わか

った、頼むよとか、教育長が自由時間になったと

き肩たたいてやるとか、そういうコミュニケーシ

ョンが必要だと思う。ただ機械的だったらどう言

っても同じだから。余市が変わっていると。そし

て、中学校まで行って、中学から、飛躍するけれ

ども、高校行ったときにやっぱり余市から来た人

は違うと、生徒が。そういうふうになっていただ

きたいと、そういう願望なのです、私は。 

 まとめて言いますと、さっき月に何回くらいミ

ーティングやったりなんかしているかどうか。そ

れと、欠点が何なのかとか、それをちょっとお聞

きして、余り長くやったらだめですから、それで

終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員から

の再度の質問にお答え申し上げます。 

 教員と月数回にわたってコミュニケーションを

とっているかと言われると、それは基本的には実

施はしておりません。現場の指導はやはり校長、

教頭、そして教務主任もいますので、そういった

中で気づいたときには私のほうから校長なりに疑

問を投げかけたりとか、そういったスタンスはと

っております。ただ、近藤議員おっしゃるように

余市の子供たちが将来大きく羽ばたいて日本、世

界で活躍できるような人材に成長することは、そ

して願わくばこの本町に戻ってきていただいて、

本町発展のために尽力をしていただければ、そん

な人材を育てていきたいという願いをずっと持ち

続けております。今後ともプログラミングに限ら

ず全教科にわたっていろいろと学校教育に力を入

れていきたいと考えてございます。 

〇７番（近藤徹哉君） 今答弁いただきまして、

ありがとうございます。その中で、くどいようで

すけれども、やはり現場に行ってほしい。そして、

見るだけではなくて、先生とミーティングをして

いただきたい。最低でも月に２回ぐらい。それと、

児童の動向、どういうふうになっているか自分の

肌で感じ取っていただきたい。そして、改善する

ものはお金が全てではない。心、肉体、それと接

することに対して児童生徒に対する愛情、それを
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力強く訴えていただきたい。それに鋭意努力して

いただきたいと。いろいろな仕事があるのわかっ

ています。だけれども、そういうのをやることに

よって子供たちが、児童がすくすくと伸びます。

それを信念持ってやっていただきたいと思いま

す。これで終わりますけれども、答弁あったらよ

ろしく。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員から

のご質問にお答えしますが、近藤議員の熱いご質

問、ご提言いただきました。子供たちの教育のた

めに頑張らせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議、諸会議の開催、さらに昼食

を含め、午後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時０６分 

                              

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位８番、議席番号11番、白川議員の発言

を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 令和元年第２回定例会

に当たり、さきに通告しております１件について

質問を申し上げます。発達障害の早期発見の取り

組みについてでございますが、町長、教育長にお

かれましてはご答弁のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 発達障害者支援法は2005年に施行され、その後

一層の充実を図るために2016年に一部が改正され

ました。これまで発達障害の早期発見については

何度か議会で取り上げてまいりました。本年の第

１回定例会の公明党の代表質問の中でも５歳児健

診について伺っており、答弁として健診の実施と

なると医師や臨床心理士等の専門職が必要とされ

るとのことや本町で毎月実施する４カ月健診時に

発達障害などの早期発見に努めているとのことで

した。また、今後においては早期発見、早期支援

に向けた担当職員のスキルアップに取り組んでい

くとのことでありました。そこで、何点か質問し

てまいります。 

 １つ目には、2017年、2018年の３歳児健診の実

施の中で発達障害または疑いで経過観察が必要と

なった幼児はどのくらいおられるのか伺います。 

 ２つ目に、３歳児健診で経過観察とならなかっ

た場合でも保育所や幼稚園等で発達障害等の疑い

があったり、相談を受けた件数はどのぐらいあっ

たのか伺います。また、対応についてもあわせて

伺います。 

 ３つ目に、2019年度の新１年生で通級指導教室

に通われている児童数は何人で、その中で就学後

において指導が必要と思われて通級指導教室に通

うことになった児童は何人おられるのか伺いま

す。 

 最後に、早期発見、早期支援に向けた担当職員

のスキルアップに取り組んでいくと言われており

ますが、具体的な取り組みを伺います。 

 以上、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員の発達障

害の早期発見の取り組みについてのご質問に答弁

させていただきます。 

 １点目の３歳児健診で発達障害また疑いで経過

観察が必要となった幼児については、2017年は受

診者全体の2.3％、2018年は5.9％となっておりま

す。 

 次に、２点目の３歳児健診で経過観察とならな

かった幼児において保育所や幼稚園等で発達障害

等の疑いに関する相談を受けた件数についてです

が、年間およそ15件程度となっております。また、

その対応については保育所や幼稚園等と連携し、

保護者の相談を受けて、療育支援につながるよう

に対応しております。 
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 次に、４点目の早期発見、早期支援に向けた担

当職員のスキルアップの取り組みについてです

が、北海道や医療、療育の専門機関が主催する発

達障害に関する各種研修会へ参加するとともに、

乳幼児健診の際に全スタッフにより支援の必要性

に関する検討会議を実施するなど、情報の共有化

とスキルアップに努めているところでございま

す。 

 なお、教育委員会関係につきましては教育長よ

り答弁申し上げます。 

〇教育長（佐々木 隆君） 11番、白川議員の教

育委員会に関するご質問に答弁申し上げます。 

 ３点目の通級指導教室に通う新１年生の状況で

ございますが、現在通級指導教室に通われている

町内の新１年生は10名であり、これは全て入学前

の判定により通級指導教室の利用を決定した児童

であり、現在まで増減はしていないところであり

ます。 

 なお、今後通級指導教室の利用が望ましいと思

われる児童がいた際には、保護者との面談を重ね

ながら、その子に適した指導の実施に努めてまい

ります。 

〇11番（白川栄美子君） 今町長のほうからご答

弁いただきました。年々発達障害がふえている中

で、現在全国的に言われているのは１クラス10人

に１人は発達障害がいるということをまず言われ

ているわけなのですが、今回経過観察が必要にな

った子供たち、保育所や幼稚園で発達障害の疑い

があると言われた場合の対応というのをまずは聞

きましたけれども、健診を受けられている子供た

ちで、保育所や幼稚園に通っていない疑いのある

児童に対しては行政としてどのように対応されて

いるのか伺いたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 受診していない子供に関しては、担当職員の訪

問や担当職員が自宅での様子などを伺って、その

都度医療機関や療育につなげるということをして

いるということです。 

〇11番（白川栄美子君） 担当職員が様子を伺っ

て、何かあったときには医療機関だとか、そうい

うところにつなげているということなのですが、

これはどういった経緯で担当職員が伺うという

か、受診、健康診断というか、健診まず受けられ

ますよね。受けられて、何ともないときにはいい

のだろうけれども、保育所や幼稚園に通っていな

いで疑いがあるのかなと思ったときには担当職

員、保健師が行って、様子を伺いながらというこ

とで理解してよろしいということですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員の質問に

お答えさせていただきます。 

 幼稚園や保育所に行っていない子供に対しては

どういうことかということなのですけれども、担

当職員が話を聞いているということですが、月１

回保健師によって子供相談を実施しているという

ことでございます。その中で話を聞いて、必要に

応じて医療機関や療育につなげるということでご

ざいます。 

〇11番（白川栄美子君） 月１回子供相談を通し

て実施しているとのことですけれども、これは子

供相談を通してというのですけれども、実際に行

かなかったら相談にならないということですもの

ね。多分こっちのほうからわざわざ行って相談を

受けるということではなくて、自分たち、親のほ

うから行って相談する、そこで初めて相談が成り

立つということで考えてよろしいということです

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員のご質問

に答弁させていただきます。 

 基本的にはそうです。子供相談に来ていただい

て、そこで状況を見るということでございます。

そのため、この事業、子供相談の利用していただ

くことがまさに重要になってくるわけでございま

すから、健診の際やその他子育て事業、保健事業
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の際にこういう相談会、子供相談を実施している

ということの周知徹底を図り、各事業とも連携を

密にしながら発達障害の早期発見に努めたいとい

うことでございます。 

〇11番（白川栄美子君） 多くの親というのは、

まず我が子が発達障害であることや疑いがあるの

かなということは認めたくないし、理解もしたく

ないというのが多いのではないのかなと思いま

す。その中で、行政としてはそれを見つけてあげ

るということも行政、保健師さんの役目なのだろ

うなと思っておりますけれども、何かすごく難し

いところだろうなと思っております。そういう中

できめ細かい対応というのはこれからどんどん必

要になるかなと思うので、そこの部分はしっかり

対応していただきたいと思います。 

 また、先ほど町長の答弁の中で職員のスキルア

ップについても具体的な取り組みも答弁いただき

ました。これまで子育て支援は前までは、先ほど

の虐待の質問もありましたけれども、今回の私の

質問なども含めて、窓口が今まで別々だったのが

見えにくいという部分がありました。今回子供、

子育て支援の窓口が一緒になったということで、

そこの部分で本当に相談しやすくなったのかな

と、体制が整ってきたのかなと思っておりますの

で、子育てする親にとっては行政の窓口というの

は本当に心の支えになりますので、しっかり役目

を果たしていただきたいと思いますが、この部分

についてもご答弁をいただきたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 11番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 本年度より窓口を一本化いたしまして、非常に

相談しやすい窓口をつくったということでござい

ます。相談しやすい窓口をつくることと、先ほど

も申し上げましたとおり、スキルアップ、各種研

修などに参加して、意識と知識を高めていくとい

うことで、関係者の情報共有を図っていくという

ことで早期発見につなげていく体制を構築してい

きたいということでございます。 

〇11番（白川栄美子君） 次、教育長のほうに質

問してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 先ほど2019年度の通級に通われている子供たち

の数というのが現在ふえていないという状況だと

いうことで伺っておりました。この質問に対して

は、平成29年の第４回の定例会の中でも教育長に

答弁をいただいておりまして、詳しくそこは流れ

として答弁いただきましたので、そこは理解して

おります。2019年度、新１年生で通級に通われて

いるのは10名、全部で13名ですものね。余市は10名

ということで。それ以上ふえていないということ

なのですけれども、今現在として支援員の人数は

適正なのですか、これ。あと、また適切な支援の

体制が行われているのかということもちょっと伺

いたいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 11番、白川議員から

の再度の質問にお答え申し上げます。 

 通級指導教室に通われている児童生徒につきま

しては、余市、他町村からも含めて今現在51名に

なっています。この中で担当教員３名が対応して

いるところでございますけれども、かなりのハー

ドワークでございます。全てが沢町小学校の子供

であればよろしいのですが、他校から通われてく

る、ましてや町外からも来るというぐあいですか

ら、やはり週１、あるいは２週に１回だとかとい

う場合も中にはございますけれども、一応はスケ

ジュールを組みながら指導に当たられている状況

でございます。現状とすれば、２年前に２名から

３名にたしかふやした、増員かけておりますので、

通級の指導内容も、一応人数的な部分も決まって

いるのではございますけれども、その辺をまた教

育局のほうにも相談申し上げながら、増員が可能

なのかどうかもまずあわせて検討していきたいと

考えております。 

〇11番（白川栄美子君） まず、51名が通われて、
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現在３名で対応しているということなのですけれ

ども、ちょっとやっぱり少ないなと。大変な思い

で、両方とも、親もそうだし、担当されている先

生方も大変な思いしているのだろうなと思ってお

ります。それで、現在の支援の体制で親からの要

望や意見などは出ていないのでしょうか。出てい

るとしたら、内容も聞かせていただきたいと思い

ますので、お願いします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 11番、白川議員の再

度の質問にお答え申し上げます。 

 保護者からの要望等につきましては、今のとこ

ろ私のほうには耳にはちょっと入っていないとこ

ろでございます。 

〇11番（白川栄美子君） 直接教育長のほうには

届いていないのかもわかりませんけれども、私の

ほうからはちょっと何件か届いていました。そう

いう部分では今後の中でしっかりやっぱり対応し

ていただきたいなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 発達障害というのは、最初子供の病気であると

考えられておられました。2014年のころからは大

人にもそういう状態があることが明らかにされて

きましたが、これらの症状というのは男性に多く

見られるとされておりました。その中で、ちょっ

と聞いていただきたいということがありまして、

発達障害は最初子供の病気であると考えられて、

2014年ころからは大人にも同様の症状があると明

らかにされてきた。これらの症状は男性に多く認

められてきていましたけれども、一般的に女性は

対人関係、それから社会性にすぐれ、こだわりも

なく、多動とか衝動性も余りないとされていまし

たと。そのために正直に診断がつく場合は、女性

の場合、圧倒的に知的障害を持った重度の場合で

したと。おくれのない場合に女性の発達障害に気

づくのは思春期であると言われていると。女性は

余り、思春期になったときに発達障害というのが

気づかれていくということなのです。そのために

女性は乳幼児期に診断されることはほとんどあり

ませんと。気づかれずに、療育が行われることも

なく、小学校の高学年、前思春期のころから女性

としてのつき合いが始まっていきます。人とのか

かわりが苦手で、こだわりがあるため、変わった

子でほかの人の気持ちが読めない女の子として仲

間から外されたり、攻撃されたりするようになっ

てきたということがちょっとこの新聞の中で、公

明新聞なのですけれども、発達障害の、クリニッ

クの院長先生が言われていることなのですけれど

も、そういう状態になってきているということ言

われました。その中で一番心配したのが今小学校

の高学年から中学の本当に思春期を迎えるときに

男性より女性のほうがいろいろな部分で発達障害

が出てくると。そういうときにいじめがあったり、

それから仲間外れがということが出てくると。そ

ういうときに本当にそれをわかってやるのはどこ

なのかなと思ったら、やっぱり学校かなと。それ

が学校、そして保健師さんの役目になるのかなと

私は思っております。そういう部分では、学校の

保健師の教育の中でそういう発達障害の部分にも

しっかり触れていきながらいろいろな指導してい

くということと、あと発達障害は特別なものでは

ないよということも保健の中にでもいいから、盛

り込んだ教育がこれからは必要になってくるので

はないのかなと私は思っております。そういう部

分では本当に、認知症もそうなのですけれども、

この発達障害というのは決して恥ずかしいことで

もないし、誰もが私持っているのかなと。私たち

自分の孫でもこの子どうなのかなと思う部分があ

るので、私もついこういう質問をしてしまうので

すけれども、そういう部分では本当に理解してい

く、親にも理解させるという、そういう取り組み

もこれから必要になってくるのではないかなと思

うので、そこの部分は小学校の高学年、中学にな

ったときの保健師さんとの、女性の、それこそ生

徒と、女性に限らず男性生徒もそうなのですけれ
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ども、保健師さんとのかかわりというのが重要に

なってくると思うので、そこの部分はちょっと教

育長としてはどのように考えていこうと思います

か、こういう質問を聞いて。 

〇教育長（佐々木 隆君） 11番、白川議員の再

度の質問にお答え申し上げます。 

 通級指導教室というのは吃音、構音、そうした

言葉の訓練のための言葉の学びの教室でございま

す。今議員おっしゃられたのは、入学後の発達障

害が疑われる子供が、児童生徒が見られるような

状況になったときに学校としての対応につきまし

ては、養護教諭もいますし、担任もおりますし、

そういった中で、一番は保護者とのやはり教育相

談、まずここが前提になってくるのかなと思いま

す。そういった中で例えば特別支援学級、保護者

と相談を繰り返しながら、教育相談しながら新た

に判定が必要だという状況になった段階で判定し

て、それで特別支援がふさわしい、保護者も了解

した中での開設は、教室に移るということはあり

得ますけれども、その辺につきましては日常的に

学校ではやはり対応しているところだと考えてお

ります。 

〇11番（白川栄美子君） いずれにしても、グレ

ーゾーンというところはたくさんあると思うので

す。そういう部分では、置き去りにされている子

供たち、それから相談したくても相談に行けない

親の気持ちというのも考えたときに積極的にこっ

ちのほうから行動起こしてあげるとそういう方向

に乗ってこれるかなと思うし、子供たちがそこで

救われるという部分も出てくると思いますので、

今後の中でやはりそういう部分でしっかり、発達

障害とはっきりわかればそれなりの治療する方向

で持っていくのでいいのですけれども、わからな

い部分というのは、見えない部分というのは一番

たくさんあるし、今もたくさんの方がそういう部

分でいると思うのです。そのまま大人になってし

まうと。その中でも本当に苦しみながらそれこそ

生活しているという部分もあったり、いろいろな

部分で相談したくても本当にこういうクリニック

の先生、専門のところに相談に行かなかったらな

かなか治せないという現状も出てくると。そうい

うときにそういう幼児期からいろいろなことが対

応されていくと何かいろいろな部分でいい方向に

進んでいくのかなと思っておりますので、それこ

そ教育も含めて、障害児の、それこそ保健師も含

めて、いろいろな部分で横のつながり持った中で

いろいろなこと進めていっていただければありが

たいなと思いますので、そこを最後のご答弁とし

ていただいて、質問終わりたいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 11番、白川議員から

の再度の質問にお答えします。 

 入学後における発達障害が疑われる児童生徒と

いいますか、ここは保護者との関係性もまたデリ

ケートな部分もございますので、なかなかそこは

現場にある程度、保護者との教育相談する際もや

はりなかなか難しい面が実際にはあろうかと思い

ます。ただ、子供の将来のためにそういった方向

性が望ましいのではないかというふうになれば、

この辺につきましては適宜対応してまいりたいと

考えてございます。 

〇11番（白川栄美子君） 個々にというのはやっ

ぱりやりづらいと思うのです。だけれども、全体

の中でやると誰のこと言っているのかわからない

し、全体の中でやると自分たちのことにとられて

いる人もいると思うので、その全体の中での指導

だとか話だとかそういう周知だとかというのを進

めてもらえばいいのかなと私思っています。それ

は、それこそ幼児教育のほうにもつながることな

のですけれども、そういう部分で発達障害だけは

この中でふえていく段階でおります。ふえていっ

ているし、見えない部分もたくさんあります。発

達障害というのを判断するという基準だって、保

健師さんが判断するわけではなくて、本当に専門

的なところで判断するわけですから、そういう部
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分含めた中で、ぼつっと言ってしまったら誰も拒

否してしまうし、だけれども包んだようになると、

どこかで自分守られている中でそういう相談乗っ

てもらえるのかなと思うと相談しやすいという状

況も出てくるので、やっぱり教育長としては学校

の関係であればそこ考えてもらいたいし、幼児で

あれば保健師さんがそこしっかり捉えていてくれ

ればありがたいのかなと思っておりますので、そ

ういう部分でしっかり進めていっていただきたい

なと思っております。答弁があればお願いします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 11番、白川議員から

の再度の質問にお答え申し上げます。 

 子供たちがよりよい人生を送っていくためにそ

ういった望ましい形があればそういった、どのよ

うな形がいいのかいろいろと研究もしてまいりた

いと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明20日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時５６分 



 

－129－ 

  

 

 

 

 

 

    上記会議録は、枝村書記・小林書記の記載したものであるが、 

   その内容が正確であることを証する為、ここに署名する。  

 

 

       余市町議会議長    ６番  中  井  寿  夫 

 

 

       余市町議会議員   １６番  藤  野  博  三 

 

 

       余市町議会議員    １７番  茅  根  英  昭 

 

 

       余市町議会議員    １８番  溝  口  賢  誇 

 


